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第1  目      的 

自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、十分に定着した移

動手段となっている。一方、我が国の交通事故の発生件数は、依然として厳しい状況

にあり、大型車の車輪脱落事故や車両火災事故の防止を含む自動車の不具合による事

故を減らすことが求められているとともに、環境面においても、排出ガスによる大気

汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっている。 

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図るこ

とを目的として、自動車の点検・整備（日常点検、定期点検及びその結果必要となる

整備をいう。以下同じ。）の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザ

ーに十分理解されておらず、その実施状況は十分ではない。 

また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれ

ば、車輪脱落事故や車両火災事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り組み

も必要である。 

以上のことから、「不正改造車を排除する運動」や「ディーゼルクリーン・キャン

ペーン」と連携を図りつつ、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整備推進

運動」を全国的に展開することにより、自動車ユーザーに適切な点検・整備の実施の

必要性を理解してもらうとともに、大型車のユーザーにあっては、ホイールの取付状

態や燃料装置等について、より確実な点検整備の実施を求めることとする。 

 

第2  実 施 機 関        

国土交通省、自動車関係30団体（別紙1）で構成する「自動車点検整備推進協議会」

（以下「協議会」という。）及び自動車関係14団体（別紙2）で構成する「大型車の車

輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会」（以下「連絡会」という。）が中心とな

って、内閣府、警察庁及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検

査協会及び独立行政法人自動車事故対策機構の協力のもとに本運動を実施する。 

 

第3  実 施 期 間        

本運動は、1年を通して実施するものとするが、平成23年9月1日（木）から10月31

日（月）までの2ヶ月間を「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、特に重点を置い

て実施することとする。 

 

第4 重点実施事項 

本運動は、「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペー

ン」との連携を図りつつ、広報用ポスター、チラシ等を用いたPR等を行うこととし、

特に「自動車点検整備推進運動強化月間」には、下記1.の重点事項を目的とした2.の

事項を実施する。 

 

 



 

1．重点項目 

(1) 点検・整備の必要性の啓発（女性、長期使用車両のユーザーに重点を置く。） 

(2) 大型自動車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発 

(3) エコ整備（点検・整備によるCO2削減効果をいう。以下同じ。）の積極的な啓

発 

 

2．実施事項 

(1) 自動車の点検・整備を推進するためのイベント等の実施【主な目的：1.(1)(3)】 

① ｢自動車点検整備推進運動強化月間｣の開始を告知するためのイベントを皮切

りに、全国各地において｢自動車点検整備推進運動強化月間｣関連のイベントを開

催する。 

② イベントの開催にあたり、ラジオ・雑誌等による広報を行う。 

③ 各イベントにおいては、次回自動車点検整備推進運動の企画・立案に活用す

るため、参加者を対象とした全国統一様式のアンケート調査を実施する。 

 

(2) 総合的な広報・啓発活動の実施【主な目的：1.(1)(2)(3)】 

① 協議会及び連絡会と協力し、大型車を含めた自動車ユーザーに対し、ポスタ

ー・チラシ等を用いた広報活動を実施する。 

② 国土交通省、協議会及び連絡会の各団体が保有する車両の点検整備の実施を

図るとともに、その所属職員等に対し、庁舎・営業所等における館内放送、イン

トラネット等によって、点検・整備の励行を呼びかける。 

 

(3) 重点点検の実施【主な目的：1.(2)】 

 運送事業用の大型車について、国土交通省が選定するホイールの取付状態や燃

料装置等の重点箇所に係る点検を実施する。 

 

(4) 講習や無料点検等の実施【主な目的：1.(1)(3)】 

点検・整備に関する実技講習や無料点検を実施するとともに、点検・整備を怠

った場合の不具合事例、事故事例及び経済的負担事例に加えてエコ整備などを説

明する講習会やマイカー相談等を実施し、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚

を図る。 

 

(5) 出前講座の実施【主な目的：1.(3)】 

 協議会などの自動車関係団体の協力を得つつ自動車教習所や自動車専門学校等

に赴き、日常点検等の実施方法、点検・整備を怠った場合の不具合事例、事故事

例及び経済的負担事例に加えてエコ整備などを説明する出前講座を行うよう努め

る。 

 

(6) 不正改造車ユーザーへの警告【主な目的：1.(1)(2)】 

 「不正改造車を排除する運動」の一環として設置した「不正改造110番」に寄せ

られた情報を基に、自動車ユーザーに対し、警告ハガキを送付する。 

 

 



 

(7) 黒煙の排出量の多い自動車ユーザーへの点検・整備の啓発【主な目的：1.(2)】 

 「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の一環として設置した「黒煙110番」に

寄せられた情報を基に、自動車ユーザーに対し、点検・整備を促すハガキを送付

し、点検・整備の重要性を啓発する。 

 

(8) 公用車の点検整備【主な目的：1.(1)】 

国土交通省、他省庁、地方自治体が保有する公用車の適切な点検・整備の励行

を呼びかける。 

 

(9) 事業用自動車の定期点検整備の推進【主な目的：1.(1)】 

前検査を行った事業者又は行おうとする事業者について、定期点検の実施状況

の確認を強化し、必要に応じて指導を行う。 

  

(10) バッテリの点検整備の推進【主な目的：1.(1)】 

バッテリの爆発事故等を防止するため、整備管理者研修等を通じてバッテリの

爆発事故等の情報を展開し、適切な点検・整備励行を呼びかける。 

 

第5 実 施 運 営        

 1．国土交通省自動車局は、地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局（以下「地方運輸

局等」という。）に対して、本運動の実施等について指示するほか、協議会及び連

絡会構成団体等に対して本運動の趣旨、実施事項等を通知する。 

2．地方運輸局等は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、本運動を推進すると

ともに、協議会の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知す

る。 

 

第6  報 告        

 1．地方運輸局等は、本運動の強化月間中の取り組みについて、その実施結果を平成

23年11月末までに国土交通省自動車局に報告する。 

 2．協議会及び連絡会構成団体等は、強化月間終了後、平成23年11月末までに実施結

果を取りまとめ、国土交通省自動車局に報告する。 

 



 

別紙1 

 

自動車点検整備推進協議会構成団体 

         <順不同> 

 

１．(社) 日本自動車整備振興会連合会（事務局） 

２．一般社団法人 日本自動車工業会 

３．(社) 日本自動車販売協会連合会 

４．(社) 日本中古自動車販売協会連合会 

５．(社) 全国軽自動車協会連合会 

６．日本自動車輸入組合 

７．一般社団法人 日本自動車連盟 

８．(社) 全国自家用自動車協会 

９．公益社団法人 日本バス協会 

10．(社) 全日本トラック協会 

11．(社) 全国乗用自動車連合会 

12．一般社団法人 全国レンタカー協会 

13．一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 

14．全国石油商業組合連合会 

15．(財) 自動車検査登録情報協会 

16．(財) 日本自動車教育振興財団 

17．(社) 日本損害保険協会 

18．全国共済農業協同組合連合会 

19．全国労働者共済生活協同組合連合会 

20．(社) 日本自動車部品工業会 

21．(社) 全国自動車部品商団体連合会 

22．全国自動車電装品整備商工組合連合会 

23．一般社団法人 自動車用品小売業協会 

24．(社) 電池工業会 

25．全国ディーゼルポンプ振興会連合会 

26．日本自動車車体整備協同組合連合会 

27．全国タイヤ商工協同組合連合会 

28．一般社団法人 日本自動車車体工業会 

29．全国自動車部品販売店連合会 

30．日本自動車部品協会 

 



 

 

別紙2 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会構成団体 

          <順不同> 

 

１．一般社団法人 日本自動車工業会 

  （いすゞ自動車(株)、UDトラックス(株)、日野自動車(株)、三菱ふそうトラッ

ク・バス(株)） 

２．(社) 全日本トラック協会 

３．公益社団法人  日本バス協会 

４．(社) 全国自家用自動車協会 

５．(社) 日本自動車整備振興会連合会 

６．(社) 日本自動車販売協会連合会 

７．全国タイヤ商工協同組合連合会 

８．一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 

９．全国石油商業組合連合会 

10．一般社団法人 日本自動車車体工業会 

11．日本自動車輸入組合 

12．(社) 日本自動車機械工具協会 

13．(社) 日本自動車機械器具工業会 

14．一般社団法人 自動車用品小売業協会 

 

 


